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【調査研究の概要】 

原子力規制を監視する市民の会は、原子力規制行政の監視活動を続けており、原子力規制委員会による新規制

基準適合性審査、および寿命延長審査に係る調査研究活動を行ってきた。 

 原発の審査で用いられる火山灰濃度について、規制委は、従来の百倍規模に引き上げる改定を行った。私たち

は、現状では全電源喪失に至るおそれがあることから、稼働中の原発を直ちに止めること、不確かさを十分考慮

することなどを求め、政府交渉や地元への申し入れ、意見募集への応募の呼びかけなどを行った。 

 柏崎刈羽原発６・７号機の審査において、規制委は、東電が原発を運転する資格の確認を行った。廃炉の実態

に照らしても資格を有するとはいえない。また、審査の過程で、１～４号機の防潮堤で、津波により液状化が発

生することが明らかになった。東電は影響が及ぶ免震重要棟の使用を取り下げ、５号炉原子炉建屋に変更したが、

事故時の指揮所が免震構造でなければならないことは福島第一原発事故の大きな教訓である。私たちは政府交

渉、意見募集への応募の呼びかけなどを行った。 

大飯原発などで火山灰評価に過小評価があることが専門家の指摘により明らかになった。関電は京都の露頭を

調査し、層厚の評価はできないと結論。私たちは、関電調査の分析、専門家の聞き取り、露頭調査に基づく批判

文書の作成に協力した。規制庁は関電の結果を覆し、京都の層厚を認定した。政府交渉を行い、再稼働の手続き

を止めて検討するよう求めている。 

 規制委は火山ガイドに関する文書を作成し、解釈を変え、巨大噴火リスクを無視しようとしている。広島高裁

のような判決が出ることをおそれている。私たちはこの文書の問題点を FFTV などで明らかにし、規制委に対

し文書の撤回を求めている。 

【調査研究の経過】 

・安定ヨウ素剤配布の件でひたちなか市を訪問（2017/4/17） 

・高浜原発工事用クレーン倒壊の件で政府交渉（5/12，6/14） 

・東海第二原発再稼働の件で講演会（小川仙月さん）（7/2） 

・原発の火山灰濃度規制の件で政府交渉（8/7） 

・原発の火山灰濃度規制の件で鹿児島県と佐賀県及び九電へ申し入れ（8/9，8/10） 

・原発の火山灰濃度規制の件で愛媛県と四電へ申し入れ（8/17） 

・火山灰規制改定案及び柏崎刈羽原発６・７号機審査書案の意見募集へ応募呼びかけ（10月） 

・原発の火山灰濃度規制の件で鹿児島県へ申し入れ（11/10） 

・柏崎刈羽原発６・７号機審査と東電の資格の件で政府・東電交渉（11/14） 

・日本原電の経理と東海第二原発の再稼働の件で政府交渉（2018/1/16） 

・関電原発の火山灰評価及び使用済核燃料の中間貯蔵の件で政府交渉（1/24，2/27） 

【今後の展望など】 

・柏崎刈羽原発６・７号機の再稼働問題は継続して取り組む。関電の火山灰過小評価の問題は規制委に過小評価

を認定させるところまできた。引き続き、再稼働手続きを止めて対応するようはたらきかけを継続する。東海第

二原発の再稼働問題について特に重点的に取り組む 
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火山影響評価ガイド 

立地評価（火砕流）と影響評価（火山灰） 

• 「原子力発電所の運用期間中に火山活動が想定され、
それによる設計対応不可能な火山事象が原子力発電所
に影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価できない場
合には、原子力発電所の立地は不適と考えられる」火
山影響評価ガイドより 

①運用期間中に破局的噴火が発生する可能性 

②火砕流の到達可能性 

③モニタリング 





裁判所の判断 

鹿児島地裁→福岡高裁宮崎支部→広島高裁 

破局的噴火の運用期間中の発生の可能性 

• 科学的技術的評価は規制委・電力側の１勝４敗。「発生可
能性が小さいとはいえない」が専門家・裁判所の共通認識 

モニタリング 

• 専門家は予知予測を前提とした火山ガイドを批判。裁判所
もそれを認定。 

火山灰の影響評価 

• 広島高裁決定は、火山灰の影響評価についても噴火規模の
過小評価を指摘。層厚、濃度の双方に影響 



理論的根拠なし 福岡高裁宮崎支部決定より 

• 鹿児島地溝に存在するカルデラ火山が、同論文で整理されたよ
うな噴火サイクルを繰り返すことについての理論的根拠は示さ
れていない。 

• 相手方がした前記５つのカルデラ火山の活動可能性が十分に小
さいとした評価には、その過程に不合理な点があるといわざる
を得ない 

社会通念 福岡高裁宮崎支部決定より 

• 影響が著しく重大かつ深刻なものであるが極めて低頻度で少な
くとも歴史時代において経験したことがないような規模及び態
様の自然災害の危険性については、その発生の可能性が相応の
根拠をもって示されない限り、建築規制を始めとして安全確保
の上で考慮されていないのが実情であり、このことは、この種
の危険性は無視し得るものとして容認するという社会通念の反
映とみることができる。発電用原子炉施設の安全確保について
のみ別異に考える根拠はないというべき 







山元論文 2017.5より 



関電2017/1/29 
審査会合 
提出資料 



規制庁2017/6/14 
規制委会合提出資料 



関電2017/12/13 
調査中間報告 
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関電2017/12/13 
調査中間報告 



火山灰濃度 閉塞時間 層厚 

エイヤヒャトラ氷河 3.2mg/m3 26.5時間 0.5cm 

★セントヘレンズ 33mg/m3 2.5時間 0.8cm 

富士宝永噴火 1,000mg/m3 5分 16cm 

規制庁試算① 600mg/m3 8分 15cm 

☆規制庁試算② 2～4g/m3 1.5分 15cm 

☆規制庁試算③ 数g/m3 1.5分 15cm 

火山灰濃度とフィルタ閉塞時間（川内原発の例） 
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許可済みプラントの新基準濃度と現状の限界濃度 

新基準濃度 限界濃度 




